
戦
国
期
真
宗
僧
の
歴
史
認
識

｜
｜
『
山
科
御
坊
事
井
其
時
代
事
』
か
ら
「
本
願
寺
作
法
之
次
第
」

同
朋
大
学

安

藤

弥

は

じ

め

に

本
稿
で
は
、
願
得
寺
実
悟
と
い
う
戦
国
期
を
生
き
た
真
宗
僧
の
歴
史
認
識
と
そ
の
表
現
方
法
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
を
論
じ

て
み
た
い
。
具
体
的
に
は
実
悟
の
著
作
で
あ
る
『
山
科
御
坊
事
井
其
時
代
事
』
と
『
本
願
寺
作
法
之
次
第
」
に
注
目
し
、
そ
の
叙
述
の

（

I
）
 

中
に
問
題
を
見
出
し
、
検
討
し
て
い
く
。

歴
史
認
識
と
言
え
ば
、
歴
史
学
に
お
け
る
重
要
な
理
論
的
課
題
で
あ
り
、
現
代
社
会
に
お
い
て
も
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
が
展
開
し
て
い

る
。
本
稿
で
は
そ
の
歴
史
認
識
論
そ
の
も
の
を
議
論
す
る
準
備
は
な
い
が
、
検
討
の
前
提
と
な
る
基
本
的
理
解
と
問
題
意
識
を
示
せ
ば

（

2
）
 

次
の
通
り
で
あ
る
。

歴
史
認
識
と
は
、
究
極
的
に
は
自
己
認
識
で
あ
る
。
私
た
ち
は
歴
史
的
存
在
で
あ
り
、
歴
史
の
上
に
立
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
を
自

覚
し
な
け
れ
ば
、
そ
も
そ
も
歴
史
は
問
題
と
な
ら
な
い
。
歴
史
と
は
、
そ
れ
を
自
覚
的
に
問
題
と
す
る
人
間
に
の
み
、
意
味
あ
る
も
の

と
し
て
見
出
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
見
出
さ
れ
た
歴
史
は
、
叙
述
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
姿
を
あ
ら
わ
す
。
歴
史
を
叙
述
す
る
こ

戦
国
期
真
宗
僧
の
歴
史
認
識

五



戦
国
期
真
宗
僧
の
歴
史
認
識

五

と
が
、
「
歴
史
家
の
営
み
」
で
あ
る
。
す
べ
て
の
歴
史
叙
述
、
過
去
を
歴
史
化
す
る
意
図
が
内
在
化
し
た
文
章
は
、
書
き
手
（
歴
史
家
）

の
強
烈
な
問
題
意
識
に
支
え
ら
れ
て
成
立
す
る
。
そ
の
問
題
意
識
と
は
多
く
の
場
合
、
危
機
意
識
で
あ
る
。
書
き
手
は
、
書
き
手
に
と

つ
て
の
現
在
へ
の
危
機
意
識
を
契
機
と
し
、
過
去
を
歴
史
と
し
て
捉
え
、
抽
出
し
て
叙
述
し
、
そ
し
て
、
未
来
へ
向
か
う
た
め
、
あ
る

べ
き
姿
を
語
る
。

以
上
の
問
題
意
識
か
ら
、
過
去
を
見
渡
し
て
い
く
と
、
十
六
世
紀
す
な
わ
ち
戦
国
期
の
本
願
寺
教
団
に
お
い
て
、
願
得
寺
実
悟
と
い

う
一
人
の
書
き
手
（
歴
史
家
）
が
、
歴
史
的
問
題
と
し
て
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

願
得
寺
実
悟
は
、
本
願
寺
蓮
如
の
十
男
で
あ
る
。
明
応
元
年
（
一
四
九
二
）
に
生
ま
れ
、
天
正
十
一
年
（
一
五
八
三
）
に
死
去
と
い

う
（
一
説
に
天
正
十
二
年
死
去
と
も
い
う
）
。
出
生
か
ら
百
日
で
、
兄
で
あ
り
北
陸
教
団
の
中
心
に
あ
っ
た
本
泉
寺
蓮
悟
の
も
と
に
養

子
に
出
さ
れ
た
が
、
蓮
悟
に
実
子
が
で
き
る
と
不
遇
に
処
さ
れ
、
後
に
清
沢
願
得
寺
を
別
立
す
る
。
享
禄
四
年
（
一
五
三
一
）
に
起
こ

っ
た
教
団
の
内
証
（
享
禄
の
錯
乱
ま
た
は
大
小
一
撲
と
い
う
）
に
よ
り
教
団
追
放
処
分
と
な
っ
て
各
地
を
流
浪
、
天
文
十
九
年
（
一
五

五
O
）
に
赦
免
さ
れ
、
教
団
に
帰
参
し
た
が
、
宿
老
的
位
置
に
は
あ
っ
た
も
の
の
、
教
団
の
主
流
を
占
め
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
実
悟

は
、
そ
の
波
乱
に
満
ち
た
生
涯
の
な
か
で
多
く
の
著
述
を
な
し
た
こ
と
で
非
常
に
よ
く
知
ら
れ
た
人
物
で
あ
る
。
同
じ
よ
う
な
存
在
に

今
ひ
と
り
光
教
寺
顕
誓
が
い
る
が
、
実
悟
記
と
顕
誓
記
な
く
し
て
真
宗
史
や
蓮
如
は
語
れ
な
い
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

さ
て
、
実
悟
記
は
従
来
、
蓮
如
伝
研
究
の
基
本
史
料
と
し
て
注
目
さ
れ
て
き
た
が
、
そ
こ
で
は
蓮
如
の
実
像
を
探
る
か
、
言
行
録
と

し
て
注
目
す
る
場
合
が
多
く
、
そ
の
一
方
で
実
情
の
叙
述
態
度
や
叙
述
状
況
を
積
極
的
に
問
題
化
し
た
研
究
は
少
な
か
っ
た
と
言
え
る
。

（

4
）
 

そ
の
な
か
で
例
外
は
、
大
桑
斉
氏
の
研
究
と
稲
城
正
己
氏
の
研
究
で
あ
る
。

大
桑
氏
は
「
歴
史
家
と
し
て
の
実
悟
」
「
批
判
す
る
実
悟
」
と
い
う
視
点
か
ら
実
悟
の
著
述
を
問
題
化
す
る
。
「
も
の
を
書
く
」
と
い

う
こ
と
は
自
己
主
張
（
自
己
確
認
）
で
あ
り
、
「
同
時
に
す
る
ど
い
批
判
精
神
が
要
求
さ
れ
る
」
と
し
て
、
実
悟
の
多
く
の
著
述
を
検

討
し
た
と
き
、
「
石
山
戦
争
終
結
以
前
の
も
の
は
本
願
寺
批
判
で
満
ち
て
い
る
」
と
指
摘
す
る
。
具
体
的
に
は
、
破
門
や
後
生
御
免
と



い
う
教
団
の
封
建
的
な
性
格
へ
の
批
判
で
あ
っ
た
と
し
、
そ
の
よ
う
な
危
機
的
状
況
に
対
し
て
実
悟
は
「
権
化
の
再
誕
」
で
あ
る
蓮
如

を
描
く
こ
と
に
よ
り
、
教
団
の
あ
る
べ
き
理
念
を
示
し
た
と
論
じ
て
い
る
。
そ
し
て
、
本
稿
で
扱
う
『
山
科
御
坊
事
井
其
時
代
事
』
に

つ
い
て
も
、
「
単
な
る
故
実
の
羅
列
で
は
な
く
、
故
事
旧
例
を
説
く
こ
と
に
お
い
て
、
現
実
の
石
山
本
願
寺
の
あ
り
さ
ま
へ
の
激
烈
な

批
判
が
展
開
さ
れ
て
い
る
」
と
し
て
「
単
な
る
老
人
の
く
り
ご
と
を
越
え
て
、
本
願
寺
の
あ
り
方
そ
の
も
の
へ
の
問
題
提
起
」
と
し
て

み
る
べ
き
と
し
た
の
で
あ
る
。

今
ひ
と
り
稲
城
氏
は
、
儀
礼
テ
ク
ス
ト
と
し
て
の
『
山
科
御
坊
事
井
其
時
代
事
』
を
論
じ
、
「
蓮
如
と
実
如
の
時
代
、
と
り
わ
け
前

者
が
真
宗
の
故
実
と
し
て
規
範
化
さ
れ
、
回
顧
さ
れ
て
い
る
」
と
し
、
「
そ
れ
が
編
集
さ
れ
た
天
正
年
間
頃
に
行
な
わ
れ
て
い
た
本
願

寺
の
儀
式
や
慣
習
の
多
く
が
、
蓮
如
の
思
想
を
実
現
す
る
た
め
に
始
め
ら
れ
た
と
い
う
神
話
的
起
源
を
物
語
る
テ
ク
ス
ト
」
で
あ
っ
た

と
す
る
。
テ
ク
ス
ト
論
を
用
い
、
テ
ク
ス
ト
の
生
成
と
テ
ク
ス
ト
を
取
り
巻
く
社
会
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
問
題
化
す
る
方
法
は
、
実
悟

記
を
事
例
と
す
る
な
ら
ば
、
実
悟
の
著
述
と
そ
れ
を
取
り
巻
く
歴
史
的
状
況
を
捉
え
る
も
の
と
し
て
有
効
で
あ
る
。
実
情
を
取
り
巻
く

歴
史
的
状
況
と
は
、
す
な
わ
ち
大
桑
氏
が
論
じ
た
石
山
合
戦
期
の
本
願
寺
教
団
の
危
機
的
状
況
で
あ
り
、
ま
た
筆
者
が
論
じ
始
め
て
い

（

5
）
 

る
本
願
寺
「
門
跡
成
」
以
後
の
教
団
状
況
と
そ
の
揺
れ
動
き
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
以
上
の
よ
う
な
研
究
状
況
を
ふ
ま
え
な
が
ら
、
『
山
科
御
坊
事
井
其
時
代
事
』
と
『
本
願
寺
作
法
之
次
第
」
（
以
下
、
本

文
中
で
は
『
山
科
御
坊
事
』
「
作
法
之
次
第
』
と
適
宜
、
略
記
す
る
）
を
め
ぐ
る
実
悟
の
①
叙
述
態
度
・
内
容
（
批
判
精
神
と
掲
げ
た

理
想
像
）
と
②
叙
述
状
況
・
背
景
（
戦
国
期
本
願
寺
教
団
が
到
達
し
た
歴
史
的
位
置
と
そ
の
性
格
、
問
題
状
況
）
を
検
討
し
、
実
情
の

歴
史
認
識
を
読
み
解
い
て
み
た
い
。

戦
国
期
真
宗
僧
の
歴
史
認
識

五



戦
国
期
真
宗
僧
の
歴
史
認
識

五
四

第
一
節

「
山
科
御
坊
事
井
其
時
代
事
』

の
成
立
状
況
と
叙
述
内
容

『
山
科
御
坊
事
』
『
作
法
之
次
第
」
の
両
書
に
つ
い
て
は
、
実
悟
記
の
多
く
が
蓮
如
伝
と
そ
の
周
辺
を
主
題
と
す
る
中
で
少
し
く
趣

を
異
に
す
る
。
蓮
如
の
言
行
で
は
な
く
、
本
願
寺
の
儀
式
・
故
実
に
関
す
る
叙
述
が
中
心
に
す
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
ず
『
山
科

御
坊
事
』
か
ら
検
討
し
て
い
き
た
い
。

『
山
科
御
坊
事
』
は
、
左
に
掲
げ
る
そ
の
識
語
か
ら
天
正
コ
一
年
（
一
五
七
五
）
六
月
、
実
悟
八
十
四
歳
の
著
述
と
知
ら
れ
る
。
『
真

宗
史
料
集
成
」
第
二
巻
の
解
題
で
は
「
実
悟
の
著
作
で
あ
る
が
、
蓮
如
言
行
録
と
い
う
の
で
な
く
、
全
七
十
九
条
の
う
ち
前
半
は
本
願

寺
の
儀
式
、
作
法
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
叙
述
し
て
お
り
、
後
半
に
は
歴
史
的
事
項
が
記
し
で
あ
っ
て
、
他
に
み
ら
れ
な
い
記
述
が

あ
る
。
自
筆
本
が
門
真
市
願
得
寺
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
」
と
説
明
さ
れ
る
。
前
半
と
は
、
第
一
条
1
第
四
八
条
で
あ
り
、
そ
の
後
に
識

語
が
配
置
さ
れ
る
。
識
語
の
後
に
追
記
さ
れ
る
第
四
九
条
1
第
七
九
条
が
後
半
で
あ
る
。

一
史
料
1
｝
『
山
科
御
坊
事
』
識
語

右
此
条
々
者
、
御
所
望
に
よ
り
思
出
る
に
し
た
か
ひ
て
注
遣
す
る
也
、
一
言
一
句
も
虚
言
は
有
へ
か
ら
す
候
、
但
外
見
ハ
大
に

は
、
か
り
な
り
、
努
々
他
見
あ
る
へ
か
ら
す
、
炎
天
の
術
な
く
、
ね
ふ
り
の
問
す
ち
な
き
事
し
る
し
進
候
、
や
か
て
可
被
入
火
者

也、
天
正
参

願年
1 ！，.乙

手芳
江規
．上

旬
日

芯
事
兼
俊
臥
肘（

花
押
）
書
之



こ
れ
に
よ
れ
ば
、
『
山
科
御
坊
事
』
は
願
入
寺
の
所
望
に
応
じ
て
実
悟
が
叙
述
し
た
こ
と
に
な
る
。
願
入
寺
と
は
、
こ
の
場
合
、
如

信
開
基
を
伝
え
る
関
東
の
初
期
真
宗
遺
跡
寺
院
で
あ
る
大
網
願
入
寺
の
ほ
か
に
は
考
え
に
く
い
が
、
願
入
寺
と
実
悟
の
関
係
を
一
不
す
同

時
代
史
料
が
ま
た
ほ
か
に
は
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
大
網
願
入
寺
に
所
蔵
さ
れ
る
三
本
の
『
一
一
十
四
輩
帳
』
写
本
の
う
ち
の
一
本
が
、
記

さ
れ
て
い
る
奥
書
に
よ
れ
ば
実
悟
書
写
本
の
写
し
と
さ
れ
、
実
悟
が
記
し
た
と
い
う
書
写
奥
書
の
部
分
に
興
味
深
い
記
述
が
あ
る
。

そ
れ
に
よ
れ
ば
、
永
禄
四
年
（
一
五
六
二
親
驚
コ
一
百
回
忌
法
要
が
大
坂
本
願
寺
に
お
い
て
三
月
に
引
き
上
げ
ら
れ
勤
修
さ
れ
、
近

国
・
遠
国
の
坊
主
衆
が
参
洛
し
た
。
十
月
・
十
一
月
に
は
願
入
寺
如
空
も
上
宮
寺
明
慶
と
と
も
に
参
洛
し
、
そ
の
折
に
実
倍
と
初
め
て

会
い
、
選
択
集
を
伝
授
さ
れ
た
と
い
う
。
さ
ら
に
実
情
と
願
入
寺
ら
は
翌
年
正
月
に
天
満
宮
の
森
に
酒
宴
を
催
し
、
そ
の
夜
、
横
町
に

（

6
）
 

火
事
が
あ
っ
た
翌
朝
、
御
影
堂
の
後
挺
（
後
堂
か
）
に
お
い
て
、
実
悟
が
『
二
十
四
輩
帳
』

一
巻
を
拾
得
し
た
と
い
う
の
で
あ
り
、

連
々
と
願
入
寺
如
空
の
大
坂
本
願
寺
参
詣
、
実
悟
と
の
交
流
、
『
二
十
四
輩
帳
』
の
書
写
事
情
が
語
ら
れ
て
い
る
。
顕
如
の
時
代
で
あ

る
の
に
「
今
師
証
如
上
人
」
と
記
す
な
ど
の
明
ら
か
な
間
違
い
も
見
受
け
ら
れ
る
一
方
で
、
如
空
に
免
許
さ
れ
た
と
い
う
法
衣
の
問
題

ゃ
、
永
禄
七
年
の
大
坂
本
願
寺
回
禄
を
日
付
ま
で
正
確
に
記
す
な
ど
、
検
討
す
べ
き
点
の
あ
る
史
料
内
容
で
あ
る
。

同
時
代
史
料
で
は
な
い
の
で
厳
密
に
は
史
料
批
判
が
必
要
で
あ
り
、
記
述
の
細
部
は
逆
に
『
山
科
御
坊
事
』
の
識
語
を
手
が
か
り
に

（

7
）
 

し
て
後
世
に
語
ら
れ
た
も
の
と
い
う
可
能
性
が
高
い
。
た
だ
し
、
同
時
代
史
料
で
あ
る
『
今
古
独
語
』
に
阿
佐
布
善
福
寺
の
親
鷺
一
二
百

回
忌
へ
の
出
仕
が
記
さ
れ
る
こ
と
な
ど
を
あ
わ
せ
て
考
え
れ
ば
、
関
東
の
親
鷺
遺
跡
寺
院
が
、
親
驚
コ
一
百
回
忌
と
い
う
契
機
に
大
坂
本

願
寺
に
参
詣
す
る
と
い
う
状
況
そ
の
も
の
は
あ
り
う
る
。
と
す
れ
ば
、
想
定
の
域
は
超
え
な
い
が
、
従
来
な
か
ば
独
立
的
存
在
で
あ
り
、

本
願
寺
と
の
関
係
の
薄
か
っ
た
願
入
寺
が
、
参
詣
を
契
機
と
し
て
、
実
悟
に
対
し
本
願
寺
の
儀
式
に
つ
い
て
尋
ね
た
と
い
う
状
況
が
考

（

8
）
 

え
ら
れ
よ
う
。

細
か
な
状
況
の
実
否
は
と
も
か
く
と
し
て
、
天
正
三
年
段
階
の
実
悟
は
ま
た
、

（

9
）
 

よ
り
『
天
正
三
年
記
』
（
実
悟
贈
佐
栄
十
六
箇
条
）
を
記
す
な
ど
、
他
者
の
求
め
に
応
じ
て
精
力
的
に
著
作
活
動
を
行
な
っ
て
い
た
こ

一
家
衆
（
院
家
衆
）

の
教
行
寺
証
誓
佐
栄
の
所
望
に

戦
国
期
真
宗
僧
の
歴
史
認
識

五
五
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と
が
う
か
が
え
る
。

き
て
、
注
意
す
べ
き
は
、
願
入
寺
か
ら
の
所
望
を
契
機
に
実
悟
が
記
し
た
『
山
科
御
坊
事
』
は
、
大
坂
本
願
寺
の
儀
式
の
詳
細
を
伝

え
る
内
容
で
は
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
「
山
科
御
坊
事
』

の
歴
史
叙
述
と
し
て
の
問
題
性
が
あ
ら
わ
れ
る
。
『
山
科
御
坊
事
」

は
、
書
名
の
ご
と
く
山
科
本
願
寺
と
そ
の
時
代
に
つ
い
て
記
し
た
の
で
あ
り
、
し
か
も
、
蓮
如
に
よ
り
建
立
さ
れ
、
実
悟
ら
北
陸
教
団

の
あ
り
ょ
う
が
理
想
的
、
規
範
的
に
一
不
さ
れ
、
「
当
時
」

が
教
団
の
中
心
に
あ
っ
た
、
そ
の
古
き
よ
き
時
代
（
H
山
科
本
願
寺
時
代
）

「
近
代
」
す
な
わ
ち
大
坂
本
願
寺
の
現
状
へ
の
批
判
を
展
開
す
る
歴
史
叙
述
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

『
山
科
御
坊
事
』
に
見
出
さ
れ
る
批
判
内
容
に
つ
い
て
、
①
御
堂
衆
批
判
、
②
一
家
衆
批
判
、
③
儀
式
批
判
、
④
法
儀
批
判
と
整
理

し
、
次
に
検
討
し
て
い
く
。

①
御
堂
衆
批
判

『
山
科
御
坊
事
』
『
作
法
之
次
第
』

（附）

の
両
書
で
徹
底
的
に
批
判
さ
れ
る
の
が
御
堂
衆
で
あ
る
。
中
世
本
願
寺
に
お
け
る
御
堂
衆
と
は
、

御
堂
の
荘
厳
や
儀
式
の
執
行
に
従
事
し
、
さ
ら
に
は
法
義
に
精
通
し
、
清
僧
で
あ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
身
分
で
、
初
期
は
下
間
氏
を

中
心
に
御
堂
衆
集
団
が
形
成
さ
れ
て
い
た
が
、
次
第
に
一
般
坊
主
衆
か
ら
選
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
大
坂
本
願
寺
時
代
に
は
、
儀
式

執
行
に
大
き
な
権
限
を
掌
握
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
本
願
寺
に
お
け
る
儀
式
執
行
の
最
高
主
宰
者
は
も
ち
ろ
ん
本
願
寺
住
職
で
あ

る
当
代
宗
主
で
あ
っ
た
が
、
も
と
も
と
、
そ
れ
を
支
え
た
の
は
、
宗
主
の
親
族
集
団
で
あ
る
一
家
衆
で
あ
り
、
と
き
に
、
宗
主
に
代
行

し
て
儀
式
の
調
声
を
つ
と
め
た
の
は
二
家
衆
の
宿
老
格
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
永
禄
四
年
（
一
五
六
二
の
親
驚
三
百
回
忌
以
降
、
そ

（

H
）
 

の
宗
主
代
行
を
し
ば
し
ば
御
堂
衆
が
つ
と
め
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
れ
を
批
判
し
た
の
が
『
山
科
御
坊
事
」
の
第
二
、
三
、
五
条
で
あ

る
。
第
一
条
が
山
科
本
願
寺
の
草
創
に
関
わ
る
序
文
的
条
目
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
に
続
く
最
初
に
御
堂
衆
批
判
が
行
な
わ
れ
る
こ
と
に

実
情
の
問
題
意
識
が
看
取
で
き
る
。
例
と
し
て
第
五
条
を
次
に
掲
げ
て
み
た
い
。



【
史
料
2
｝
『
山
科
御
坊
事
』
第
五
条

一
、
早
引
の
後
の
短
念
仏
は
む
か
し
ハ
五
十
返
也
、
宿
老
衆
物
語
候
き
、
近
年
は
実
如
の
御
時
よ
り
三
十
返
に
成
候
、
此
近
年
ハ

御
堂
衆
少
被
申
ハ
如
何
候
や
、
此
調
声
は
御
堂
衆
な
と
ハ
不
被
勤
之
由
、
古
ハ
被
定
て
、
御
住
持
御
指
合
之
時
ハ
、

一
家
衆

な
ら
で
は
不
被
始
の
よ
し
、
光
応
寺
蓮
淳
等
以
下
物
語
候
き
、
今
ハ
御
堂
衆
被
勤
事
、
如
何
之
事
や
、

こ
の
第
五
条
に
は
三
点
の
内
容
が
記
さ
れ
て
い
る
。

一
点
目
は
、
早
引
後
の
短
念
仏
が
近
年
は
五
十
返
か
ら
三
十
返
に
少
な
く
さ
れ
て

お
り
（
H
③
儀
式
批
判
）
、
こ
れ
を
少
な
く
し
て
い
る
の
が
御
堂
衆
で
あ
る
と
い
う
批
判
、
二
点
目
は
、
古
（
い
に
し
え
）

の
時
代
に

は
こ
の
調
声
を
御
堂
衆
は
行
な
わ
な
い
と
定
め
ら
れ
、
住
持
に
さ
し
っ
か
え
が
あ
る
時
の
代
行
は
一
家
衆
で
あ
っ
た
の
に
、
今
は
御
堂

衆
が
代
行
し
て
い
る
こ
と
へ
の
批
判
了
①
御
堂
衆
批
判
）
、
そ
し
て
三
点
目
は
、
批
判
の
根
拠
と
な
る
古
（
い
に
し
え
）

の
定
め
を

光
応
寺
蓮
淳
（
蓮
如
六
男
）
ら
、

か
つ
て
の
一
家
衆
宿
老
衆
の
物
語
と
し
て
伝
え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

さ
ら
に
『
山
科
御
坊
事
」
に
は
、
御
堂
衆
は
清
僧
で
あ
る
べ
き
（
第
九
、
十
条
）
、
か
つ
て
の
御
堂
衆
の
法
談
に
は
感
涙
に
咽
ぶ
人

が
多
く
い
た
の
に
、
「
当
時
ハ
人
の
信
な
き
ゆ
え
候
か
」
、
法
談
に
感
じ
る
人
の
声
が
な
い
（
第
十
四
条
）
、
御
堂
衆
の
内
儀
も
法
義
を

た
し
な
む
べ
き
で
あ
る
（
第
四
五
、
四
六
条
）
、
御
堂
衆
の
心
構
え
は
「
弥
陀
如
来
開
山
へ
の
み
や
っ
か
へ
」
で
あ
る

（
第
四
七
条
）

と
い
っ
た
批
判
が
見
出
さ
れ
る
。

②
二
家
衆
批
判

御
堂
衆
批
判
の
裏
面
に
は
、
他
の
一
家
衆
や
若
手
僧
侶
に
対
す
る
不
満
も
散
見
さ
れ
る
。
第
七
条
で
は
、
か
つ
て
願
証
寺
実
恵
は
父

蓮
淳
よ
り
私
記
・
伽
陀
を
習
い
稽
古
し
た
が
、
今
は
誰
も
稽
古
し
な
い
と
い
い
、
第
四
十
条
で
は
「
此
比
ハ
昔
に
か
ハ
り
候
ハ
、
御
堂

戦
国
期
真
宗
僧
の
歴
史
認
識
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七
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茶
所
に
っ
て
朝
と
く
ハ
、
幼
き
人
々
若
き
坊
主
達
数
十
人
な
ら
ひ
居
ら
れ
、
経
論
聖
教
を
よ
む
人
お
ほ
く
開
候
つ
る
、
此
比
ハ
一
人

も
な
く
候
」
と
し
て
、
学
問
を
し
な
い
状
況
を
憂
い
、
「
蓮
如
上
人
の
御
時
ハ
か
た
く
物
よ
む
へ
き
旨
、
被
仰
付
、
昼
夜
物
を
よ
み
、

仏
法
の
讃
嘆
よ
り
外
ハ
人
々
不
被
申
候
様
に
候
し
」
と
蓮
如
時
代
を
理
想
的
な
す
が
た
と
し
て
示
し
て
い
る
。
僧
侶
全
般
の
学
問
研
鐙

の
不
足
を
嘆
く
と
と
も
に
、
御
堂
衆
の
台
頭
を
許
し
て
い
る
一
因
に
、

一
家
衆
の
、
特
に
若
手
に
お
け
る
儀
式
や
法
義
へ
の
取
り
組
み

の
甘
さ
が
あ
る
と
実
悟
は
感
じ
て
い
る
も
の
と
み
ら
れ
る
。

③
儀
式
批
判

大
坂
本
願
寺
に
お
け
る
儀
式
に
対
す
る
批
判
は
、
ま
ず
も
っ
て
儀
式
内
容
が
簡
略
化
き
れ
て
い
る
こ
と
へ
の
懸
念
が
見
出
さ
れ
る
。

前
掲
第
五
条
の
ほ
か
、
第
十
二
、
二
三
条
も
同
様
に
短
念
仏
の
簡
略
さ
を
指
摘
し
、
念
仏
和
讃
は
か
つ
て
九
重
で
あ
っ
た
の
が
、
今
は

三
重
に
な
っ
て
い
る
と
指
摘
す
る
第
八
条
も
あ
る
。
ま
た
、
法
衣
の
色
は
可
古
の
教
信
に
な
ら
い
、
う
す
墨
で
あ
る
べ
き
と
こ
ろ
、
今

は
す
べ
て
黒
衣
で
あ
る
の
は
親
驚
・
蓮
如
の
心
に
か
な
い
が
た
い
と
嘆
く
第
十
一
条
、
ま
た
若
手
僧
侶
の
稽
古
場
と
し
て
持
仏
堂
が
あ

る
べ
き
と
こ
ろ
永
禄
七
年
（
一
五
六
四
）

の
火
災
以
降
、
持
仏
堂
が
置
か
れ
な
い
こ
と
を
懸
念
す
る
第
二
二
条
や
、
報
思
講
の
様
子
が

山
科
本
願
寺
の
最
初
の
頃
と
、
大
坂
本
願
寺
の
近
年
で
は
「
事
外
に
相
違
」
し
て
い
る
と
い
い
、
斎
・
非
時
頭
人
勤
行
の
時
期
の
違
い

を
指
摘
し
な
が
ら
、
讃
嘆
・
談
合
へ
の
参
詣
者
の
減
少
を
指
摘
す
る
第
二
六
条
な
ど
も
注
目
さ
れ
る
。
こ
の
第
二
六
条
か
ら
も
示
唆
さ

れ
る
よ
う
に
、
実
悟
に
は
儀
式
の
相
違
す
べ
て
の
批
判
を
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
う
い
っ
た
簡
略
化
が
法
義
へ
の
粗
略
に
繋
が

る
場
合
を
重
点
的
に
懸
念
し
て
い
る
意
識
が
読
み
取
れ
る
。

④
法
儀
批
判

人
へ
の
批
判
、
儀
式
へ
の
批
判
か
ら
次
第
に
、
法
義
へ
の
粗
略
に
関
わ
る
問
題
が
、
『
山
科
御
坊
事
」

の
識
語
以
前
に
お
い
て
展
開



さ
れ
て
い
く
。
第
二
六

1
一
一
一
一
一
条
は
、
本
願
寺
教
団
の
中
心
法
要
た
る
報
思
議
に
お
け
る
儀
式
・
法
義
が
問
題
に
さ
れ
て
い
る
。
山
科

本
願
寺
時
代
に
は
「
仏
法
談
合
は
不
断
」
に
行
な
わ
れ
（
第
二
七
条
）
、
「
殊
勝
な
る
改
悔
」
に
聴
聞
衆
も
よ
く
耳
を
傾
け
た
と
い
い

（
第
二
八
条
）
、
蓮
如
の
時
代
に
は
普
段
は
一
吉
う
ま
で
も
な
く
、
報
恩
講
の
時
な
ど
に
は
仏
法
以
外
の
こ
と
を
口
に
も
し
な
か
っ
た
こ

と
が
理
想
像
と
し
て
示
さ
れ
る
（
第
コ
二
条
）
。
し
か
し
、
勤
行
内
容
は
今
昔
ほ
ぼ
同
じ
な
が
ら
、
「
ふ
し
は
か
せ
」
が
次
第
に
衰
え
変

わ
る
な
か
（
第
二
九
条
）
、
改
悔
は
大
声
で
わ
め
く
だ
け
の
興
ざ
め
し
た
も
の
に
な
り
（
第
二
二
条
）
、
阿
弥
陀
や
親
驚
の
前
で
さ
え
、

体
面
を
気
に
し
て
仏
法
を
申
さ
な
い
（
第
三
一
二
条
）
、
さ
ら
に
人
び
と
の
往
生
を
本
願
寺
宗
主
が
判
定
す
る
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
後
生
御

免
が
、
経
論
や
親
驚
の
こ
と
ば
に
根
拠
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
大
坂
本
願
寺
に
お
い
て
行
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
批
判
す
る
（
第

三
三
条
）
。
こ
の
第
三
一
三
条
は
し
ば
し
ば
注
目
さ
れ
る
条
目
で
、
京
都
で
の
う
わ
さ
と
し
て
、
三
か
条
が
挙
げ
ら
れ
、

一
つ
に
は
、
法

一
家
衆
が
袈
裟
を

事
の
際
に
大
勢
で
「
安
心
」
と
大
声
で
わ
め
く
こ
と
、
も
う
一
つ
に
は
、
本
願
寺
が
門
跡
に
な
っ
た
こ
と
に
よ
り
、

か
け
た
ま
ま
魚
を
食
べ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
、
さ
ら
に
三
か
条
目
と
し
て
前
述
の
後
生
御
免
が
問
題
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ

を
大
桑
氏
は
、
「
集
団
的
熱
狂
的
信
仰
を
組
織
し
、
往
生
の
可
否
を
判
定
す
る
権
限
を
法
主
に
集
中
し
、
も
っ
て
石
山
戦
争
を
戦
い
続

（ロ）

け
た
本
願
寺
へ
の
批
判
」
と
説
明
す
る
。
戦
国
期
以
降
の
本
願
寺
に
お
け
る
善
知
識
信
仰
（
法
主
信
仰
）
の
問
題
と
し
て
重
要
で
あ
る

が
、
『
山
科
御
坊
事
』
の
叙
述
の
問
題
に
戻
れ
ば
、
こ
こ
で
は
「
本
願
寺
の
お
ほ
か
め
念
仏
」
が
永
正
年
間
、
す
な
わ
ち
実
如
時
代
の

頃
か
ら
の
う
わ
き
で
あ
り
（
第
三
四
条
）
、
実
悟
が
そ
う
い
っ
た
う
わ
さ
、
い
わ
ば
他
者
の
目
を
引
き
合
い
に
し
て
い
る
こ
と
が
叙
述

の
特
徴
と
し
て
指
摘
で
き
る
。
こ
の
他
者
の
目
は
後
に
も
問
題
と
な
る
。
『
山
科
御
坊
事
』
は
以
降
、
識
語
ま
で
規
範
的
な
条
目
が
多

く
配
置
さ
れ
、
識
語
以
降
は
た
た
み
か
け
る
よ
う
に
故
実
が
連
々
と
叙
述
さ
れ
、
批
判
の
言
辞
は
後
退
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

以
上
の
よ
う
な
『
山
科
御
坊
事
」
が
、
「
天
正
年
間
頃
に
行
わ
れ
て
い
た
本
願
寺
の
儀
式
や
慣
習
」
の
「
神
話
的
起
源
を
物
語
る
テ

（日）

ク
ス
ト
」
で
あ
り
、
特
に
蓮
如
時
代
が
「
真
宗
の
故
実
と
し
て
規
範
化
」
さ
れ
る
性
格
を
持
っ
た
と
い
う
稲
城
氏
の
指
摘
は
正
し
い
が
、

神
話
・
故
実
と
「
当
時
」
「
近
代
」
「
近
年
」
「
今
」
と
記
さ
れ
る
天
正
年
間
の
実
態
と
の
相
違
を
問
題
化
し
た
叙
述
で
あ
る
こ
と
に
注

戦
周
期
真
宗
僧
の
歴
史
認
識

一
五
九
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意
す
る
必
要
は
あ
る
。

さ
て
、
『
山
科
御
坊
事
』
段
階
で
は
、
叙
述
の
契
機
と
も
な
る
批
判
意
識
と
、
故
実
を
で
き
る
だ
け
正
確
に
伝
え
よ
う
と
す
る
姿
勢

と
が
か
な
り
交
錯
し
た
内
容
・
構
成
展
開
に
な
っ
て
い
る
が
、
識
語
以
降
に
追
加
さ
れ
た
内
容
も
か
ん
が
み
れ
ば
、
全
体
と
し
て
は
故

実
書
の
性
格
が
強
い
と
一
言
守
え
る
。
こ
れ
を
執
筆
し
、
完
成
さ
せ
て
後
、
実
悟
の
中
で
次
な
る
課
題
が
明
確
化
し
て
く
る
こ
と
に
な
る
。

稲
城
氏
が
言
う
よ
う
に
、
「
蓮
如
が
強
調
し
た
信
心
獲
得
」
が
「
戦
国
期
と
い
う
時
代
に
あ
っ
て
は
、
儀
礼
と
い
う
場
で
二
疋
の
シ
ス

テ
ム
を
通
し
て
実
現
さ
れ
る
も
の
だ
と
認
識
さ
れ
て
い
た
」
と
す
れ
ば
、
実
悟
が
感
じ
て
い
た
の
は
、
本
願
寺
教
団
に
お
け
る
儀
礼

（
儀
式
）
の
重
要
性
で
あ
る
。
そ
の
問
題
意
識
が
、
『
山
科
御
坊
事
』
か
ら
『
作
法
之
次
第
』
へ
の
展
開
に
見
出
せ
る
。

第
二
節

『
本
願
寺
作
法
之
次
第
」

の
成
立
状
況
と
叙
述
内
容

の
成
立
か
ら
五
年
を
か
け
、
大
幅
に
増
補
改
訂
さ
れ
る
よ
う
な
か
た
ち
で
『
作
法
之
次
第
』
が
叙
述
さ
れ
る
。
従

来
こ
の
て
書
に
つ
い
て
は
、
増
補
改
訂
と
い
う
関
係
性
を
指
摘
し
た
上
で
、
内
容
を
ま
と
め
て
把
握
す
る
傾
向
に
あ
っ
た
が
、
両
書
の

性
格
的
な
差
異
も
読
む
必
要
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
書
名
の
変
化
に
実
悟
自
身
の
意
識
の
変
化
が
み
て
と
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
故

『
山
科
御
坊
事
』

実
書
か
ら
儀
式
作
法
書
へ
と
い
う
展
開
で
あ
っ
た
。

【
史
料
3
】
『
作
法
之
次
第
』
識
語

右
条
々
者
、
実
如
上
人
御
時
、
城
州
山
科
郷
野
村
里
御
坊
之
時
、
細
々
令
上
洛
、
行
事
以
下
諸
事
奉
相
候
之
問
、
不
忘
申
次
第

連
々
書
付
之
、

但
不
同
難
無
正
体
、
自
然
古
之
儀
者
有
御
存
知
度
事
共
侍
覧
と
書
付
申
候
也
、
落
字
以
下
如
何
偉
之
者
也
、
愚
存
分
雌
有
恐
、



一
百
虚
説
等
不
書
付
申
者
也
、
仰
御
局
迄
進
置
之
条
々
也
、
以
御
分
別
御
日
一
不
可
有
他
見
儀
奉
患
者
也
、

天
正
八
年
三
月
二
日

実
悟
（
花
押
）

八
十
九
歳
書
之

御
局
参

右
に
掲
げ
た
識
語
か
ら
、
『
作
法
之
次
第
』
は
天
正
八
年
（
一
五
八
O
）
一
二
月
二
日
、
実
悟
八
十
九
歳
の
時
の
叙
述
と
知
ら
れ
る
。

ま
た
、
内
表
紙
中
央
に
「
門
主
可
進
入
条
々
約
束
申
条
也
」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
「
作

法
之
次
第
』
は
、
「
御
局
」
を
通
し
て
「
門
主
」
す
な
わ
ち
顕
如
へ
の
上
覧
（
上
奏
）
を
意
図
し
て
書
か
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
れ
は
、
光
教
寺
顕
誓
の
『
反
古
裏
書
」
執
筆
と
ま
っ
た
く
同
様
の
構
図
で
あ
り
、
こ
の
時
期
に
実
悟
と
顕
誓
と
い
う
本
願
寺
一
家
衆
の

宿
老
の
位
置
に
い
る
べ
き
二
人
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
危
機
意
識
か
ら
叙
述
し
た
も
の
を
宗
主
顕
如
に
見
せ
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

彼
ら
は
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
意
図
し
た
の
か
。
ま
ず
は
「
作
法
之
次
第
』

の
構
成
と
そ
の
内
容
を
う
か
が
い
、
検
討
を
進
め
た
い
。

故
実
、
儀
式
作
法
に
つ
い
て
記
録
し
た
も
の
で
、

は
『
山
科
御
坊
事
』
よ
り
」
引
用
し
た
と
い
う
。
両
書
の
対
応
を
【
表
】
で
示
し
て
お
く
。

「
作
法
之
次
第
』
に
つ
い
て
、
『
真
宗
史
料
集
成
』
第
二
巻
の
解
題
で
は
、
「
蓮
如
以
降
三
代
に
わ
た
っ
て
見
聞
し
た
本
願
寺
の
行
事

一
七
三
箇
条
に
及
ぶ
。
目
録
に
は
本
文
と
一
致
し
な
い
条
項
が
あ
り
、
一
一
一
十
二
箇
条

の
条
目
の
配
列
に
し
て
も
大
幅
に
組
み
替
え
て
お
り
、
か

な
り
の
取
捨
選
択
も
な
さ
れ
て
い
る
。
よ
っ
て
増
補
改
訂
と
見
る
よ
り
、
異
な
る
構
成
意
図
が
あ
っ
た
と
見
た
ほ
う
が
よ
い
。
た
だ
、

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
『
作
法
之
次
第
』

で
は
、
引
用
し
た
「
山
科
御
坊
事
』

一
七
三
条
に
お
よ
ぶ
内
容
は
、
ど
う
や
ら
決
し
て
明
確
な
編
纂
構
想
の
も
と
で
整
然
と
章
立
て
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
も
な
く
、
そ
の
意

味
で
は
各
所
に
に
じ
み
で
る
実
悟
の
意
識
を
拾
い
出
し
て
い
く
ほ
か
は
な
い
。
と
は
い
え
、
全
体
的
に
見
渡
し
た
と
き
、
「
作
法
之
次

第
」
は
、
過
去
（
蓮
如
・
山
科
本
願
寺
時
代
）
を
理
想
化
し
て
現
在
（
顕
知
・
大
坂
本
願
寺
時
代
）

の
教
団
批
判
を
す
る
に
と
ど
ま
る

戦
国
期
真
宗
僧
の
歴
史
認
識

ム
ノ、



戦
国
期
真
宗
僧
の
歴
史
認
識

ムノ、

I表］『本願寺作法之次第』『山科御坊事井其時代事』対応表（数字は条数）

『本願寺作法之次第』 『山科御坊事井其時代事J
l御堂衆之事 9 六人の供僧の事

2梓如上人御時御戸役之事 10 鐘取の事

17 番屋提条々事弁鐘数之事 36 番屋口々の僻書事

20 客人もてなし遊山時事
37 寺内外へ御出の時精進の事

21 他所へ御出時も道中ハ精進事

2日5
霜月廿八flニ明日之御精進ほとき進

50 霜月廿八日出魚物事
上事（廿九日可参〉

30 米今一家衆袴着せられ候事 63 末今一家衆袴被着事

2 
同両所勤行等事 ＊同両所＝山科御
坊事（阿弥陀堂／御影堂事〉

51 御本寺御指合時勤の調声人事
3 阿弥陀堂勤行事

5 早引の勤行の事品々

52 同勤せ、事 6 昔ハ正信偽せ冶希の事

54 廿二日勤儀被仰事 44 太子講・念仏行道堂の事

57 蓮如仁人より代々御年忌亭勤事 18 前住御仏事の時南殿亭（チン）勤事

58 昔の報恩講様体事 28 
同講中成敗の様讃嘆事 ＊同議＝報
恩講

63 本堂i莫音経事同百返念仏事 12 御影堂の短念仏、同阿弥陀堂念仏事

68 
普請あかりの鐘をそく打せられんと

24 太夜早く八時にある事
て太夜の早く成事

81・82野村殿にて時両所に打事 35 時の太鼓両所にありたる事

89 霜月上洛衆小袖被下事 43 勤行斎に扇事

91 御堂辺ニて老少.Lr：教よみ申たる事 40 経論正教よむ人なき事

94 私記よみ帰｛長時の事 51 私記あそハし御帰候時の事

95 衣の色くろき事 11 衣の色の事

98 
御堂の打置をハのけられ卓斗をかせ

57 押板・打敷をハをかれぬ事
られたる事

101 座卜．にをかる、人々の事 15 法儀ある人と遠因衆座ヒ事

鐘の前に本堂に実如仰事に蓮如仰を
14 法敬坊・慶開坊・法専坊等讃嘆事

126 
御物語事

45 御堂衆仏法に就て可被誇事

46 一人不審を御堂衆ニ可被晴との事

137 
蓮如上人朝勤に御はたより物めしか

48 蓮如暁毎に物をめしかへらる、事
へたる事

150 
家衆有所事（前ニ在之〉

42 
同御坊にて座敷以下事 ＊同御坊＝

（一脱） 野村御坊

158 
六時礼讃ハ存如上人御代迄也、井四 60 六時礼讃を申たる事

反返之事 77 同四反返事 ＊同＝勤念仏

蓮如上人新衣をめし候ては聖人の御 同前住新物めしたる時の事 ＊同＝

173 前へ御参まいり御用にて著し候と御 69 蓮如上人
申｛戻体の事



の
で
は
な
く
、
歴
史
に
た
ず
ね
な
が
ら
、
儀
式
執
行
な
ど
に
関
す
る
総
合
的
な
作
法
書
を
つ
く
る
こ
と
に
よ
り
、
未
来
の
本
願
寺
教
団

の
あ
り
ょ
う
を
見
通
し
、
宗
主
に
献
策
し
よ
う
と
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
批
判
意
識
と
批
判
対
象
は

『
山
科
御
坊
事
」
段
階
と
大

き
な
変
化
は
な
い
が
、
叙
述
す
る
意
識
と
叙
述
の
傾
向
に
は
変
化
が
見
出
せ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
批
判
か
ら
規
範
化
へ
の
展
開
で
あ

っ
た
と
一
吉
守
え
そ
う
で
あ
る
。

①
御
堂
衆
批
判
・
規
範
（
第
一
、
二
、
五
、
五
一
、
五
六
、
五
八
、
七
七
、
九
二
、

｝＼ 

一
二
四

1
一一一七、

一
、

五

、

一
五
八
条
）

従
来
あ
ま
り
注
意
さ
れ
て
い
な
い
が
、
「
作
法
之
次
第
』
が
御
堂
衆
規
定
（
第
一
条
）
か
ら
始
ま
る
こ
と
自
体
、
重
要
な
問
題
で
あ

ろ
う
。
実
悟
は
御
堂
衆
を
批
判
す
る
が
、
決
し
て
否
定
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
本
願
寺
の
儀
式
執
行
に
も
っ
と
も
重
要
な
位
置

を
占
め
る
が
ゆ
え
に
厳
し
い
目
線
を
向
け
て
い
た
と
も
言
え
る
。
ま
た
こ
れ
は
二
家
衆
の
実
悟
が
直
接
、
御
堂
衆
に
伝
え
る
べ
き
も
の

で
も
な
か
っ
た
。
あ
く
ま
で
儀
式
の
最
高
主
宰
者
た
る
宗
主
に
献
策
し
、
宗
主
｜
御
堂
衆
の
関
係
性
に
お
い
て
儀
式
が
執
行
さ
れ
て
い

く
と
こ
ろ
に
必
要
な
作
法
書
の
提
示
で
あ
っ
た
と
も
い
え
る
。

『
作
法
之
次
第
」
に
お
け
る
御
堂
衆
関
連
条
目
は
、
批
判
や
疑
念
を
呈
し
て
終
わ
る
叙
述
で
は
な
く
、
御
堂
衆
ら
に
か
か
る
儀
式
作

法
・
声
明
稽
古
・
法
義
研
績
に
関
し
て
、
そ
の
規
範
を
指
し
示
す
叙
述
表
現
に
変
化
し
て
い
る
こ
と
が
特
徴
と
な
る
。

と
こ
ろ
で
、
前
掲
し
た
【
史
料
2
】
に
対
応
す
る
『
作
法
之
次
第
」
第
五
一
条
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

｛
史
料
4
】
「
作
法
之
次
第
」
第
五
一
条

一
、
宿
老
衆
物
語
申
さ
れ
し
ハ
、
御
本
寺
に
ハ
つ
と
め
の
調
声
人
御
本
寺
に
ハ
御
堂
衆
、
御
同
宿
衆
な
と
に
は
は
し
め
さ
せ
ら
れ

す
、
必
す
御
留
守
な
と
の
時
は
一
家
衆
に
は
し
め
ら
さ
せ
ら
れ
候
事
に
て
候
よ
し
申
さ
れ
し
、
虚
言
申
さ
ぬ
衆
の
物
語
に
て

戦
国
期
真
宗
僧
の
歴
史
認
識

ム
ノ、



戦
国
期
真
宗
僧
の
歴
史
認
識

一
六
四

候
つ
る
事
、

わ
ず
か
な
変
化
で
あ
る
が
、
批
判
・
疑
念
の
表
現
が
削
除
さ
れ
、
そ
の
か
わ
り
に
内
容
が
宿
老
衆
、
す
な
わ
ち
虚
言
を
申
さ
ぬ
衆
の

物
語
と
し
て
強
調
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
が
特
徴
で
あ
る
。
蓮
如
の
言
葉
の
金
言
化
と
と
も
に
、
蓮
如
の
言
葉
を
聞
い
た
確
か
な
人

び
と
（
宿
老
衆
・
虚
言
申
さ
ぬ
衆
）
か
ら
、
実
悟
が
聞
い
た
話
と
し
て
叙
述
し
、
内
容
に
普
遍
性
を
付
与
し
て
い
る
と
も
言
え
る
。
一

家
衆
の
宿
老
衆
と
い
う
存
在
が
重
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
と
も
に
、
天
正
年
間
の
実
悟
が
一
応
そ
の
位
置
に
あ
る
は
ず
で
あ
る
こ
と
も

叙
述
の
意
識
や
背
景
と
し
て
注
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

②
一
家
衆
批
判
・
規
範
（
第
二
七
、
三

O
、
コ
一
五
、
三
六
、
五
九
、
七
三
、
八
六
、
八
九
、

一O
五
1

一O
七、

一一一一、
一
六
五

条「
山
科
御
坊
事
』
で
は
わ
ず
か
な
言
及
で
あ
っ
た
が
、
『
作
法
之
次
第
』
に
い
た
る
と
、

述
表
現
は
、
御
堂
衆
が
規
範
提
示
に
変
化
す
る
一
方
、
新
た
に
言
及
さ
れ
る
一
家
衆
に
対
し
て
は
苦
言
を
呈
す
る
よ
う
な
箇
所
が
多
い
。

一
家
衆
に
関
す
る
条
目
が
増
加
す
る
。
叙

【
史
料
5
｝
『
作
法
之
次
第
』
第
五
九
条

、

一
七
日
の
問
は
仏
法
ハ
か
り
に
て
、
世
間
の
物
語
の
一
言
も
な
き
様
に
候
つ
る
、
蓮
如
の
御
時
の
事
を
は
皆
々
被
申
候
、
又

実
如
も
報
思
講
中
に
ハ
蓮
如
御
代
の
事
を
御
物
語
候
、
御
身
ハ
不
信
に
御
入
候
と
申
、
無
弁
に
候
て
、
物
語
を
も
不
申
候
と

被
仰
候
き
、
斎
非
時
の
上
に
ハ
大
概
御
法
談
候
き
、
勤
行
の
上
に
も
時
々
御
法
談
候
き
と
、
蓮
如
之
御
時
之
事
被
申
候
き
、

一
家
衆
斎
非
時
前
に
ハ
寄
合
、
法
儀
談
合
候
き
、
当
時
ハ
且
以
無
其
儀
候
、

実
如
の
御
時
も
初
中
後
の
斎
の
上
御
法
談
候
き
、



こ
こ
で
は
、
報
思
議
の
斎
・
非
時
の
前
に
お
け
る
一
家
衆
の
寄
合
、
法
儀
談
合
が
「
当
時
」

H
大
坂
本
願
寺
（
顕
如
）
時
代
に
お
い

て
は
行
な
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
『
作
法
之
次
第
』
で
は
、
若
い
一
家
衆
に
対
し
て
学
問
研
績
や
声
明
稽

古
に
励
む
べ
し
と
す
る
内
容
が
多
く
見
出
さ
れ
る
。
特
に
聖
教
拝
読
に
つ
い
て
、
「
当
時
」
は
読
め
る
人
が
い
な
く
な
っ
た
こ
と
を
繰

り
返
し
嘆
い
て
い
る
。
こ
こ
に
は
一
家
衆
に
お
け
る
相
伝
教
学
の
問
題
や
、
御
堂
衆
に
対
す
る
教
学
的
対
抗
の
問
題
が
あ
る
が
、
実
悟

と
し
て
は
何
よ
り
も
、
若
者
に
対
す
る
叱
陀
激
励
と
規
範
提
示
に
意
識
が
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
。

ま
た
【
史
料
5
】
か
ら
、
「
当
時
」
と
蓮
如
時
代
の
聞
に
実
知
時
代
を
は
さ
む
こ
と
が
叙
述
の
特
徴
と
し
て
指
摘
で
き
る
。
そ
の
ほ

か
に
も
、
蓮
如
時
代
を
着
実
に
継
承
し
よ
う
と
し
た
実
如
時
代
に
触
れ
、
さ
ら
に
実
如
そ
し
て
証
如
の
時
代
に
早
く
も
批
判
す
べ
き
点

が
発
生
し
て
い
る
こ
と
を
述
べ
る
こ
と
で
、
さ
ら
に
時
代
が
下
っ
て
明
ら
か
に
継
承
が
疎
か
に
な
っ
て
い
る
「
当
時
」
す
な
わ
ち
顕
如

時
代
の
問
題
性
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
叙
述
が
し
ば
し
ば
見
出
さ
れ
る
。
衰
退
史
観
的
な
歴
史
認
識
が
指
摘
で
き
よ
う
。

③
儀
式
批
判
・
規
範
（
多
数
）

『
作
法
之
次
第
」
こ
そ
、
総
合
的
な
儀
式
作
法
書
で
あ
る
か
ら
、
儀
式
批
判
、
儀
式
規
範
に
関
す
る
叙
述
が
最
大
を
占
め
る
こ
と
は

一
目
し
て
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
こ
で
膨
大
な
そ
の
内
容
を
逐
一
は
挙
げ
ら
れ
な
い
が
、
叙
述
表
現
に
お
い
て
注
目
し
て
お
き
た
い
点
が

あ
る
。
そ
れ
は
、
「
他
宗
人
も
難
し
・
甲
事
に
て
候
」
（
第
三
十
条
）
や
「
他
宗
の
人
々
事
外
に
難
し
申
候
御
事
候
」
（
第
三
一
八
条
）
と
い

っ
た
他
宗
人
の
眼
を
気
に
す
る
表
現
が
増
加
す
る
こ
と
で
あ
る
。
前
述
の
よ
う
に
、
『
山
科
御
坊
事
』
で
も
他
者
の
目
を
引
き
合
い
に

出
す
表
現
は
見
出
さ
れ
た
が
、
『
作
法
之
次
第
』
で
は
さ
ら
に
明
確
に
「
他
宗
」
を
意
識
し
て
い
る
。
こ
の
背
景
に
は
本
願
寺
「
門
跡

成
」
以
降
の
通
仏
教
的
儀
式
内
容
の
導
入
や
、
門
跡
寺
院
に
な
っ
た
こ
と
に
よ
る
他
宗
か
ら
の
注
目
度
の
増
加
が
指
摘
で
き
る
が
、
同

時
に
「
他
宗
」
を
意
識
す
る
こ
と
は
自
宗
、
す
な
わ
ち
み
ず
か
ら
「
二
万
」
と
し
て
の
枠
組
み
を
持
ち
、
他
宗
に
対
し
て
独
立
的
な
意

識
が
自
覚
的
に
あ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
自
己
認
識
は
、
こ
の
段
階
で
『
作
法
之
次
第
」
が
成
立
し
た
こ
と
と
密
接
な
関
わ
り
合
い
が

戦
国
期
真
宗
僧
の
歴
史
認
識
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史
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あ
り
、
本
願
寺
教
団
と
儀
式
の
問
題
を
考
え
る
上
で
重
要
な
指
標
と
な
る
。

④
法
儀
批
判
・
規
範
（
第
＝
三
、
五
八
、
九
一
、

一
六
八
、
一
六
九
条
）

法
儀
の
粗
略
を
嘆
く
内
容
は
『
山
科
御
坊
事
』
と
ほ
と
ん
ど
変
化
は
な
い
が
、
破
門
生
害
と
後
生
御
免
に
対
す
る
悲
し
み
の
こ
も
っ

の
末
尾
近
く
の
一
六
八
、
一
六
九
条
に
配
置
し
な
お
し
た
こ
と
に
、
実
悟
の
意
識
を
感
じ
取
る
こ
と
が
で

。
一
O
一一、

た
批
判
を
『
作
法
之
次
第
』

き
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
以
降
は
識
語
に
い
た
る
ま
で
、
蓮
如
の
言
葉
や
ふ
る
ま
い
が
規
範
的
に
示
さ
れ
て
締
め
ら
れ
る
。
結
び
に
蓮
如

が
配
置
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
よ
り
、
「
作
法
之
次
第
』
も
ま
た
、
実
悟
に
よ
る
蓮
如
言
行
録
の
叙
述
状
況
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い

た
こ
と
が
よ
う
や
く
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
。

の
叙
述
に
つ
い
て
、
注
目
す
べ
き
点
を
中
心
に
、
若
干
の
検
討
を
試
み
た
。
こ
の
よ
う
な
『
作
法
之
次
第
』

（日）

を
成
立
さ
せ
た
歴
史
的
状
況
に
つ
い
て
、
整
理
し
て
み
た
い
。

以
上
、
「
作
法
之
次
第
」

蓮
如
以
来
、
本
願
寺
は
親
族
集
団
（
一
家
衆
）
を
中
心
に
、
そ
の
教
団
体
制
を
固
め
て
い
た
が
、
本
願
寺
が
山
科
か
ら
大
坂
へ
移
る

こ
ろ
か
ら
、
御
堂
衆
が
一
般
坊
主
衆
か
ら
選
抜
さ
れ
る
こ
と
に
象
徴
さ
れ
る
教
団
体
制
へ
の
変
化
が
進
行
し
た
。
こ
こ
に
、
教
団
運
営

を
め
ぐ
り
一
家
衆
と
御
堂
衆
が
対
抗
関
係
と
な
る
前
提
が
生
じ
る
が
、
さ
ら
に
本
願
寺
「
門
跡
成
」
か
ら
親
鷲
三
百
回
忌
と
歴
史
的
画

期
の
続
い
た
永
禄
年
間
に
は
、
儀
式
の
簡
略
化
、
装
束
の
華
美
化
、
法
儀
の
粗
略
が
生
じ
、
そ
の
た
め
に
教
団
全
体
が
危
機
的
状
況
に

陥
っ
た
と
理
解
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
危
機
的
状
況
を
感
知
し
た
た
め
に
、
叙
述
を
行
な
っ
た
の
が
、
光
教
寺
顕
誓
と
願
得
寺
実
悟
で

あ
っ
た
。
両
者
と
も
に
享
禄
の
錯
乱
に
よ
り
教
団
追
放
、
各
地
流
浪
後
、
帰
参
し
た
経
緯
を
持
ち
、
大
坂
本
願
寺
に
お
い
て
一
家
衆
宿

老
の
末
席
に
位
置
し
た
が
、
顕
誓
は
御
堂
衆
光
徳
寺
乗
賢
と
の
対
立
に
よ
っ
て
塾
居
処
分
と
な
り
、
元
亀
元
年
（
一
五
七
O
）
に
は
死

去
し
て
い
る
。
顕
誓
は
『
反
古
裏
書
』
と
い
う
歴
史
書
を
あ
ら
わ
し
て
宗
主
顕
如
へ
の
献
策
を
企
図
し
た
が
、
そ
の
叙
述
の
特
徴
は
、

当
代
の
善
知
識
顕
如
（
権
化
）
が
「
捉
」
（
金
言
）
を
遵
守
す
る
こ
と
に
よ
り
霊
場
た
る
大
坂
本
願
寺
は
安
泰
で
あ
り
、
よ
っ
て
一
流



す
な
わ
ち
本
願
寺
教
団
が
繁
栄
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、

一
流
の
淵
源
を
法
然
に
ま
で
遡
ら
せ
、
仏
の
再
誕
で
あ
る
「
権

化
」
の
「
清
流
」
が
顕
如
ま
で
脈
々
と
連
な
る
と
い
う
意
識
を
前
提
に
し
た
叙
述
が
展
開
す
る
。
「
権
化
の
再
誕
」
で
あ
る
蓮
如
と
そ

の
時
代
を
理
念
像
と
し
て
示
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
「
当
時
」
「
近
代
」
を
誠
め
る
実
悟
の
叙
述
と
は
、
力
点
の
置
き
ど
こ
ろ
が
相
違
す
る
が
、

両
者
と
も
に
「
教
団
」
の
現
状
に
危
機
意
識
を
持
ち
、
そ
の
歴
史
を
認
識
し
、
叙
述
し
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

ま
た
、
少
し
別
の
角
度
か
ら
一
言
ヲ
ん
ば
、
「
反
古
裏
書
』
と
い
う
歴
史
書
、
「
作
法
之
次
第
」
と
い
う
儀
式
作
法
書
の
成
立
は
、
歴
史
・

（凶）

儀
式
作
法
を
有
す
る
本
願
寺
「
教
団
」
の
存
在
を
象
徴
す
る
も
の
で
も
あ
る
。
本
願
寺
「
教
団
」
の
枠
組
み
が
認
識
さ
れ
な
け
れ
ば
、

本
願
寺
「
教
団
」
の
歴
史
書
・
儀
式
作
法
書
は
執
筆
さ
れ
得
な
い
の
で
あ
り
、
顕
誓
や
実
悟
の
著
作
が
成
立
し
た
要
因
に
は
、
両
者
が

た
ぐ
い
ま
れ
な
る
書
き
手
で
あ
っ
た
と
い
う
個
性
だ
け
で
な
く
、
そ
の
前
提
に
戦
国
期
本
願
寺
教
団
の
成
熟
が
あ
っ
た
と
見
る
べ
き
で

あ
る
。
こ
の
視
点
か
ら
『
作
法
之
次
第
」
に
も
う
一
度
戻
っ
て
問
題
を
考
え
て
み
る
と
、
儀
式
と
教
団
の
関
係
を
論
じ
た
草
野
顕
之
氏

（げ）

の
研
究
が
問
題
と
な
る
。

草
野
氏
は
戦
国
期
本
願
寺
教
団
が
年
中
行
事
（
儀
式
）
の
執
行
に
よ
り
教
団
の
結
集
を
は
か
つ
て
い
っ
た
と
し
、
そ
の
画
期
と
し
て

永
正
年
間
と
、
水
禄
1
天
正
年
間
の
二
時
期
を
指
摘
す
る
が
、
年
中
行
事
の
成
立
期
と
い
う
前
者
、
実
如
時
代
を
重
視
す
る
論
調
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
、
「
作
法
之
次
第
」
の
成
立
は
後
者
の
時
期
に
当
た
り
、
顕
如
時
代
を
象
徴
す
る
テ
ク
ス
ト
の
一
っ
と
考
え
ら
れ
る
。
こ

れ
は
戦
国
期
本
願
寺
教
団
の
確
立
期
を
ど
こ
に
お
く
か
と
い
う
議
論
と
関
連
す
る
が
、
整
合
的
に
理
解
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
蓮
如

か
ら
実
如
に
い
た
る
前
者
の
時
代
は
、
山
科
本
願
寺
の
成
立
を
前
提
に
、
本
願
寺
教
団
が
自
己
確
立
し
た
段
階
と
捉
え
た
い
。
そ
こ
で

は
ま
ず
本
願
寺
内
部
に
宗
派
・
教
団
と
し
て
の
主
体
性
が
確
立
し
た
が
、
他
宗
と
の
関
係
性
に
つ
い
て
は
あ
い
ま
い
な
点
が
残
っ
て
い

た
。
そ
れ
が
証
如
か
ら
顕
加
に
い
た
る
後
者
の
時
代
に
は
、
本
願
寺
「
門
跡
成
」
と
い
う
歴
史
的
画
期
と
も
あ
い
ま
っ
て
、
他
宗
と
の

関
係
性
の
中
で
本
願
寺
教
団
の
輪
郭
が
明
確
に
な
っ
て
き
た
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
『
作
法
之
次
第
」
で
実
悟
が
他
宗
を
意
識
す
る
こ

と
に
は
、
こ
の
よ
う
な
意
味
を
付
す
こ
と
が
で
き
る
。
逆
に
言
え
ば
、
教
団
年
中
行
事
の
成
立
期
で
あ
る
前
者
の
段
階
で
「
作
法
之
次

戦
国
期
真
宗
僧
の
歴
史
認
識
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第
」
の
よ
う
な
テ
ク
ス
ト
が
成
立
し
な
い
の
は
、
そ
れ
を
必
要
と
す
る
状
況
に
い
ま
だ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
後
者
の
時
代
に

い
た
る
と
、
教
団
の
数
的
拡
張
や
質
的
変
容
が
問
題
化
す
る
中
で
、
「
信
心
の
獲
得
」
や
「
教
団
の
維
持
」
を
正
し
く
行
な
っ
て
い
く

た
め
に
は
、
正
し
い
儀
式
作
法
を
教
囲
内
で
統
一
的
に
行
な
う
こ
と
が
重
要
と
認
識
さ
れ
た
。
そ
の
た
め
に
儀
式
作
法
書
と
い
う
テ
ク

ス
ト
が
必
要
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
も
逆
に
言
、
っ
と
、
統
一
的
に
行
な
う
規
範
が
未
成
立
の
段
階
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
教
団
は
揺

ら
ぎ
、
危
機
的
状
況
に
陥
り
、
そ
し
て
崩
壊
し
か
け
る
。
崩
壊
の
最
た
る
象
徴
が
石
山
戦
争
で
あ
り
、
実
に
「
作
法
之
次
第
』
は
、
そ

の
石
山
戦
争
に
お
け
る
勅
命
講
和
（
三
月
十
七
日
）

の
直
前
（
三
月
三
日
）
に
成
立
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

お

わ

り

に

『
山
科
御
坊
事
』
か
ら
『
作
法
之
次
第
』

へ
と
展
開
す
る
実
悟
の
歴
史
認
識
の
流
れ
を
、
叙
述
態
度
と
叙
述
状
況
を
中
心
に
再
度
ま

と
め
て
み
る
と
次
の
通
り
で
あ
る
。

「
山
科
御
坊
事
」

で
は
、
願
入
寺
の
所
望
に
よ
り
、
本
願
寺
の
儀
式
を
ま
と
め
る
機
会
を
得
た
実
悟
で
あ
っ
た
が
、
お
り
し
も
自
ら

の
理
想
像
と
か
け
離
れ
た
大
坂
本
願
寺
の
実
態
に
対
し
持
っ
て
い
た
危
機
意
識
を
さ
ら
に
増
大
さ
せ
、
過
去
を
振
り
返
っ
て
、
歴
史
に

問
題
を
た
ず
ね
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
よ
る
べ
き
理
想
像
と
し
て
歴
史
的
に
見
出
さ
れ
た
の
が
、
蓮
如
と
山
科
本
願
寺
の
あ
り

ょ
う
で
あ
っ
た
。
も
と
も
と
蓮
如
像
を
追
い
求
め
て
い
た
実
情
か
ら
す
れ
ば
当
然
の
帰
結
で
も
あ
っ
た
が
、
こ
れ
を
よ
り
ど
こ
ろ
に
実

悟
の
視
点
が
大
坂
本
願
寺
の
現
状
に
戻
さ
れ
た
と
き
、
儀
式
の
あ
り
ょ
う
へ
の
批
判
を
御
堂
衆
に
対
す
る
批
判
を
中
心
に
行
な
う
こ
と

に
な
る
。
現
状
批
判
は
同
時
に
今
後
の
教
団
の
あ
り
ょ
う
へ
の
危
機
意
識
に
も
つ
な
が
っ
て
い
く
。
実
悟
は
単
な
る
老
人
の
懐
古
主
義

に
と
ど
ま
ら
ず
、
未
来
の
本
願
寺
教
団
の
あ
り
ょ
う
を
考
え
、
『
作
法
之
次
第
」
を
叙
述
す
る
。
そ
こ
で
は
現
状
批
判
に
と
ど
ま
ら
ず
、

よ
る
べ
き
規
範
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
完
成
さ
れ
た
儀
式
作
法
体
系
を
一
不
す
と
こ
ろ
ま
で
は
到
達
し
得
な
か
っ
た
が
、
歴
史
的



伝
統
に
基
づ
く
儀
式
作
法
を
確
か
に
行
な
う
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
い
う
意
識
か
ら
叙
述
さ
れ
た
、
初
め
て
の
儀
式
作
法
書
で
あ
っ
た

と
言
え
る
。
実
悟
は
理
想
と
な
る
蓮
知
像
を
模
索
し
提
示
す
る
と
同
時
に
、
同
時
代
に
生
き
る
真
宗
僧
侶
が
何
を
す
べ
き
か
を
問
い
か

け
、
そ
の
規
範
を
示
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
本
稿
で
検
討
し
た
両
書
は
実
悟
記
の
中
で
も
異
な
る
位
置
を
占
め
る
も
の
で
あ

っ
た
。本

稿
で
は
、
願
得
寺
実
悟
の
数
多
い
著
作
の
中
か
ら
『
山
科
御
坊
事
」
と
『
作
法
之
次
第
」
の
二
書
に
焦
点
を
あ
て
て
検
討
し
、
以

上
の
よ
う
な
実
悟
の
歴
史
認
識
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
た
。
最
後
に
残
さ
れ
た
問
題
か
ら
三
点
に
つ
い
て
述
べ
、
む
す
び
に
か
え
た
い
。

一
つ
は
、
願
得
寺
実
情
の
数
多
い
著
作
の
全
体
像
の
中
で
、
本
稿
で
検
討
し
た
問
題
が
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
か
で
あ
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
す
で
に
冒
頭
で
紹
介
し
た
大
桑
斉
氏
の
全
体
的
検
討
が
あ
る
が
、
例
え
ば
、
大
桑
氏
は
、
実
悟
が
提
示
し
た
歴
史

（
刊
日
）

的
展
望
を
め
ぐ
っ
て
、
次
の
よ
う
に
見
通
し
て
い
る
。

天
正
年
聞
に
は
蓮
如
言
行
録
お
よ
び
故
実
書
の
編
纂
に
よ
り
権
者
蓮
如
の
す
が
た
を
描
き
出
し
、
石
山
戦
争
を
戦
う
本
願
寺
教
団
へ

の
批
判
を
展
開
し
た
実
悟
で
あ
っ
た
が
、
石
山
戦
争
終
結
後
は
、
そ
の
蓮
如
像
を
転
換
し
、
権
者
と
し
て
の
蓮
如
よ
り
も
、
教
化
者
蓮

如
の
す
が
た
を
強
調
す
る
。
そ
れ
は
宗
教
的
世
界
に
限
定
さ
れ
た
蓮
如
像
H
本
願
寺
法
主
像
で
あ
り
、
幕
藩
体
制
下
に
お
け
る
本
願
寺

教
団
の
あ
り
ょ
う
を
先
取
り
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
。
そ
こ
で
描
か
れ
ん
と
し
た
も
の
は
、
ど
の
よ
う
な
性
格
を
持
っ
た
に
せ
よ
、
よ

る
べ
き
蓮
如
像
が
主
題
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。

こ
れ
に
対
し
て
『
山
科
御
坊
事
』
『
作
法
之
次
第
』
の
独
自
性
は
、
よ
る
べ
き
蓮
如
像
、
法
主
像
の
提
示
と
い
う
よ
り
、
そ
れ
を
よ

り
ど
こ
ろ
に
し
つ
つ
も
、
本
願
寺
教
団
の
今
後
を
担
う
人
び
と
が
、
ど
の
よ
う
に
ふ
る
ま
う
べ
き
か
を
説
く
こ
と
の
ほ
う
に
重
点
が
あ

る
。
主
題
の
置
き
ど
こ
ろ
が
異
な
る
と
言
え
よ
う
。
さ
ら
に
両
書
、
特
に
『
作
法
之
次
第
』

の
成
立
背
景
に
本
願
寺
教
団
と
い
う
枠
組

み
の
成
熟
を
見
た
こ
と
は
、
本
稿
独
自
の
論
点
で
あ
る
。

も
う
一
つ
、
留
意
し
て
お
く
べ
き
点
は
、
顕
誓
・
実
悟
が
と
も
に
大
坂
本
願
寺
に
お
い
て
は
非
主
流
だ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ

戦
国
期
真
宗
僧
の
歴
史
認
識

一
六
九
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れ
苦
境
の
中
で
の
執
筆
で
あ
り
、
宗
主
顕
如
へ
の
献
策
を
企
図
し
た
と
は
い
え
、
実
際
に
上
奏
さ
れ
、
顕
如
が
こ
れ
を
読
ん
だ
か
は
不

明
で
あ
る
。
当
時
の
状
況
か
ら
し
て
、
お
そ
ら
く
読
む
機
会
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
『
作
法
之
次
第
』
に

し
で
も
、
執
筆
さ
れ
た
段
階
で
は
閉
ざ
さ
れ
た
言
説
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
く
、
そ
れ
ゆ
え
、
実
は
そ
の
内
容
が
同
時
代
に
妥
当
性
を

持
っ
た
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
の
で
あ
る
。
本
稿
で
は
叙
述
さ
れ
た
内
容
か
ら
特
に
叙
述
の
特
徴
や
叙
述
さ
れ
た
状
況
を
読
み
解
く

こ
と
に
主
眼
を
置
い
た
。
叙
述
内
容
を
実
証
的
に
用
い
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
別
の
分
析
が
必
要
と
な
る
。

さ
て
、
戦
国
期
を
生
き
た
願
得
寺
実
悟
の
歴
史
認
識
の
問
題
を
読
み
解
く
こ
と
を
通
じ
て
、
現
代
に
生
き
る
筆
者
の
歴
史
認
識
も
ま
た

問
わ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
今
は
課
題
と
し
て
自
覚
し
は
じ
め
た
段
階
で
あ
り
、
さ
ら
に
思
考
を
重
ね
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

註（
1
）
両
書
と
も
に
『
真
宗
史
料
集
成
』
第
二
巻
（
同
朋
舎
、
一
九
九
一
年
改
訂
版
）
所
収
。

（2
）
参
考
文
献
と
し
て
、
こ
こ
で
は
E
－

H
・カ
l
『
歴
史
と
は
何
か
』
（
岩
波
新
書
、
一
九
六
二
年
）
、
野
家
啓
一
『
物
語
の
哲
学
』
（
岩

波
書
店
、
一
九
九
六
年
）
、
大
桑
斉
「
歴
史
学
の
危
機
」
（
『
歴
史
の
広
場
』
第
二
号
、
一
九
九
八
年
）
を
挙
げ
る
に
留
め
て
お
き
た
い
。

安
易
に
語
れ
る
問
題
で
は
な
い
が
、
無
関
心
で
は
い
ら
れ
ず
、
問
題
化
し
て
み
る
こ
と
に
し
た
。

（3
）
実
悟
に
つ
い
て
は
例
え
ば
、
宮
崎
円
遵
「
願
得
寺
実
悟
の
生
涯
と
業
績
」
（
同
『
真
宗
史
の
研
究
（
下
）
』
所
収
、
初
出
一
九
四
一
年
）

や
前
掲
註
（
1
）
『
真
宗
史
料
集
成
』
第
二
巻
の
解
説
を
参
照
。

（4
）
大
桑
斉
A

「
中
世
末
期
に
お
け
る
蓮
如
像
の
形
成
｜
｜
願
得
寺
実
悟
の
場
合
｜
i
」
（
『
大
谷
大
学
研
究
年
報
』
第
二
八
集
、
一
九
七

六
年
。
後
に
「
親
驚
大
系
歴
史
篇
』
第
七
巻
（
法
裁
館
、
一
九
八
七
年
〕
に
再
録
。
大
桑
斉
『
戦
国
期
宗
教
思
想
史
と
蓮
如
』
〔
法
裁
館
、

二
O
O六
年
〕
所
収
）
、
大
桑
斉
B
「
閉
山
上
人
以
来
な
き
御
事
候
1
i
｜
願
得
寺
実
悟
｜
1
1
」
（
大
桑
斉
・
福
島
和
人
編
「
大
地
の
仏
省
可

能
登
印
刷
出
版
部
、
一
九
八
三
年
）
、
稲
城
正
己
『
〈
語
る
〉
蓮
如
と
〈
語
ら
れ
る
〉
蓮
如
』
（
人
文
書
院
、
二

O
O
一年）

0

（5
）
拙
稿
A

「
戦
国
期
本
願
寺
「
報
恩
講
」
を
め
ぐ
っ
て
「
門
跡
成
」
前
後
の
「
教
団
」
｜
」
（
『
真
宗
研
究
』
第
四
十
六
輯
、
二

0
0

二
年
）
、
拙
稿
B

「
戦
同
期
本
願
寺
教
団
構
造
に
つ
い
て
の
覚
書
｜
「
報
思
議
」
儀
式
と
寺
院
組
織
」
（
『
大
谷
大
学
大
学
院
研
究
紀

要
』
第
十
九
号
、
二

O
O
二
年
）
、
拙
稿
C

「
「
権
化
の
清
流
」
は
「
霊
場
」
へ

i
「
反
古
裏
書
」
に
読
む
戦
国
期
真
宗
僧
の
論
理
｜
」

（
大
桑
斉
編
『
仏
教
土
着
』
、
法
裁
館
、
二

O
O
三
年
）
、
拙
稿
D

「
戦
国
期
本
願
寺
の
堂
衆
を
め
ぐ
っ
て
！
大
坂
本
願
寺
時
代
を
中
心



に
」
（
大
阪
真
宗
史
研
究
会
編
『
真
宗
教
団
の
構
造
と
地
域
社
会
』
、
清
文
堂
出
版
、
二

O
O
五
年
）

0

（6
）
重
松
明
久
「
二
十
四
輩
伝
承
の
成
立
」
（
同
『
親
驚
・
真
宗
思
想
史
研
究
』
〔
法
裁
館
、
一
九
九
一
年
〕
所
収
、
初
出
一
九
七
三
年
）

0

｛
参
考
史
料
】
『
二
十
四
輩
牒
」
願
入
寺
（
B
）
本

永
禄
四
年
十
一
月
廿
八
日
相
当
口
開
山
聖
人
之
三
百
年
忌
、
の
被
取
越
三
月
廿
八
日
御
報
恩
念
仏
被
執
行
、
近
国
衆
太
略
上
洛
、

遠
国
衆
追
々
上
着
、
因
輩
、
常
州
御
直
弟
衆
、
至
十
月
十
一
月
参
洛
、
此
時
願
入
寺
如
空
上
官
寺
酬
明
広
両
入
計
臨
時
実
初
而
参
会
、
選

t
l

；
 

択
集
伝
受
、
翌
年
正
月
二
十
三
日
令
同
道
、
天
満
宵
於
森
中
、
及
酒
宴
、
其
夜
横
町
火
事
、
翌
朝
於
御
影
堂
後
挺
、
彼
一
巻
予
実

悟
拾
二
得
之
J

年
号
、
水
正
元
年
八
月
日
奥
郡
御
一
房
以
御
所
持
之
本
、
書
写
之
一
云
々
、
同
日
専
称
寺
乗
尊
同
巻
物
拾
レ
之
、
但
此
本
ハ

天
文
年
中
於
一
常
州

J

写
レ
之
、
筆
者
善
敬
一
五
々
、
其
後
招
如
空
今
関
レ
之
、
未
レ
及
レ
見
レ
之
由
返
答
、
同
湖
如
空
明
慶
下
回
、
又
同
七
年

両
人
上
洛
、
其
外
御
直
弟
衆
令
参
拝

4

各
々
下
向
、
但
願
入
寺
如
空
在
京
至
－
十
一
月
中
旬

A

御
門
主
様
被
仰
出
J

報
思
議
装
束
法

眼
柄
袈
裟
織
物
袈
裟
絹
袈
裟
等
免
許
、
予
又
同
比
、
亡
父
坊
号
蓮
如
上
人
御
授
与
レ
之
、
光
閑
坊
之
名
今
師
証
如
上
人
給
レ
之
、
就
中
先

年
如
空
書
写
一
巻
ハ
於
二
本
国
一
被
レ
相
尋
正
本
並
願
入
寺
代
々
法
名
記
置
一
書
、
同
如
慶
着
服
ノ
絹
袈
裟
随
身
持
参
、
将
又
蓮
如
上
人

御
自
筆
名
号
御
書
等
、
先
年
予
遂
一
拝
覧
、
奉
写
留
一
畢
、
然
処
永
禄
七
年
十
二
月
廿
六
日
、
御
回
録
之
時
令
一
焼
失
J

難
レ
然
彼
一
巻

如
空
為
」
校
合

e

借
用
ノ
条
、
遁
：
彼
難

J

返
コ
予
手
一
不
思
議
也
、
乍
レ
去
疎
墨
品
肝
不
如
意
問
、
重
而
以
二
彼
所
持
ノ
本
一
所
一
書
写
一
也
、

（7
）
「
真
宗
史
料
集
成
』
第
二
巻
。

（8
）
拙
稿
E
「
親
驚
三
百
回
帰
の
歴
史
的
意
義
」
（
『
真
宗
教
学
研
究
』
第
二
十
七
号
、
二

O
O
六
年
）

0

（9
）
『
真
宗
史
料
集
成
』
第
二
巻
。
ま
た
、
稲
葉
雅
丸
「
蓮
如
上
人
行
実
』
（
法
裁
館
、
一
九
四
八
年
）
に
は
、
天
正
八
年
（
一
五
八
O
）

二
月
二
日
の
識
語
を
持
つ
『
実
悟
贈
越
前
コ
一
尼
公
百
箇
条
』
写
本
が
紹
介
さ
れ
、
偽
作
と
さ
れ
て
い
る
が
、
所
望
に
よ
り
著
し
贈
る
と

い
う
識
語
が
、
同
じ
よ
う
に
記
さ
れ
る
こ
と
は
興
味
深
い
。

（
叩
）
戦
国
期
本
願
寺
の
御
堂
衆
に
つ
い
て
は
前
掲
註
（
5
）
拙
稿
D
。

（H
）
親
驚
三
百
回
忌
前
後
の
問
題
状
況
に
つ
い
て
は
前
掲
註
（
5
）
拙
稿
A
。

（
ロ
）
前
掲
註
（
4
）
大
桑
論
文
A
o

（
日
）
前
掲
註
（
4
）
稲
城
著
書
。

（M
）
前
掲
註
（
5
）
拙
稿
C
。

（
日
）
前
掲
註
（
5
）
拙
稿
A
B
C
D。

（
時
）
前
掲
註
（
8
）
拙
稿
E
。
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識

（げ）
（国）

草
野
顕
之
『
戦
国
期
本
願
寺
教
団
史
の
研
究
』
（
法
裁
館
、
二

O
O
四
年
）
0

前
掲
註
（
4
）
大
桑
論
文
A
。
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